
平成２９年９月１９日 公告 

 

 

グループホームたいよう新築工事 
入札公告 

 

社会福祉法人東蒲原福祉会が発注する、グループホームたいよう新築工事について、制限付一

般競争入札を行うので公告する。 

 

１．業務概要 

１．工事名称  グループホームたいよう新築工事 

２．工事場所  新潟県東蒲原郡阿賀町津川地内 

３．工事概要  グループホームたいよう 木造２階建 延べ２１５．３４㎡ 

４．工事期間  契約締結の日から平成３０年２月１５日（木）（各種検査完了含む） 

 

２．入札執行日及び会場 

 １．入札執行日 

    平成２９年１０月１０日（火）午前１０時００分 

 ２．会場 

    新潟県東蒲原郡阿賀町津川８１１番 

     社会福祉法人東蒲原福祉会 法人本部 

 

３．入札条件 

 １．入札に参加できる者は、参加申請を行う時点で次に掲げる要件をすべて満たす者である

こと。 

    （１）阿賀町建設工事入札参加資格者名簿の建築一式に登録されている者。 

（２）阿賀町に本社または支社（営業所）を有している者。 

（３）主任技術者が一級建築士または一級建築施工管理技術士の資格を有する者。 

       なお、主任技術者が現場代理人を兼務することを妨げない。 

 ２．契約保証金 契約金額の１００分の１０を契約保証金額とする。 

 ３．代理人による入札は、委任状を提出すること。 

 ４．落札者は契約時に積算内訳書を提出すること。積算内訳書の提出がない場合は 

入札を無効とする。 

 ５．注文者が定める予定価格以下の中で最低の金額の入札者を落札者とする。 

 ６．最低制限価格 設定あり。（予定価格の９０％） 

最低制限価格を下回った者については失格とする。 

７．落札者にあたっては、入札書に記載された金額を契約額とするので、 

入札者は消費税及び地方消費税等を含めた金額（当該金額に１円未満の端数が 

あるときは、その端数を切り捨てた金額）を入札書に記載すること。 

８．初度の入札において、落札者がない場合に入札条件を変更しないでその場で 

直ちに再入札に付する。この場合において、再入札は２回を限度とする。 



 

 

９．最初の入札で落札者がない場合は、最低の入札金額の入札者名及び入札金額を 

読み上げ、直ちに再入札を行う。 

１０．入札の結果、落札者がなく、最低入札価格と予定価格の差が少額の場合は、 

最低入札者から見積もりを徴し、随意契約を締結することができる。 

１１．入札を辞退しようとするものは、入札執行前にあっては、事前に辞退理由を 

明記した書面により届け出ること。入札執行中にあっては、辞退理由と辞退 

する旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出すること。なお、これを理由 

として以後指名等に不利益な取扱いを受けないものとする。 

１２．入札開始時刻になっても辞退の届出なく入札場所に来ない場合は、入札を辞退 

したとみなす。この場合、以後執行される入札の参加を認めない場合がある。 

１３．第三者に業務の全部を一括下請けさせることは禁止する。 

１４．契約代金については、「６．契約方法等」に記載のとおりとする。  

 

４．参加申請について 

 １．参加を希望するものは、次のとおり期日までに参加申請を行うこと。 

  （１）受付期間  公告の日から平成２９年９月２６日（火）正午まで 

  （２）受付時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

  （３）提出書類  ①入札参加申込書 

②主任技術者が一級建築士または一級建築施工管理技術士の資格を

有していることが証明できるもの（資格証の写し等） 

  （４）提出方法  持参 

  （５）提 出 先  〒９５９－４４０２ 

         新潟県東蒲原郡阿賀町津川８１１番 

             社会福祉法人東蒲原福祉会 法人本部 

  （６）入札参加者の決定 

           提出書類を確認後、後日、「入札参加審査結果」を通知する。 

           「入札参加審査結果」の最終発送日は９月２７日（水）とする。 

 

５．設計図書等の配布について 

  （１）入札参加資格が有りと確認された業者には、入札参加決定通知と設計図書等 

（ＣＤ－Ｒ）を送付する。 

     ※ＣＤ－Ｒは入札日当日に持参し、落札者以外は入札終了後、当日中に返却するも

のとする。 

  （２）現場説明会は行わない。 

 

 



 

 

６．契約方法等 

 １．請負代金の支払時期に関しては、下記を目安として、協議の上決定することとする。 

  （１）第１回 平成２９年１２月末予定 

         支払額：契約金額の５０％とする。 

             ただし、５０％以上の出来高で検査をし、合格した場合、 

支払請求書を受理した日から３０日以内に支払う。 

（２）第２回 平成３０年２月末予定 

         支払額：契約金額の残金全額 

             ただし、竣工工事引き渡し後、支払請求書を受理した日から 

３０日以内に支払う。 

 

７．その他 

 １．質問及び回答は次のとおりとする。 

  （１）質問受付期間    公告の日から平成２９年１０月２日（月）まで 

  （２）質問受付方法    メールまたはＦＡＸ（電話による質問は受け付けない） 

  （３）質問に対する回答  平成２９年１０月５日（木）ＦＡＸにより回答する。 

 ２．「東蒲原福祉会入札の手引き」及び各種様式は、東蒲原福祉会ホームページに記載。 

 

８．お問合せ先 

   〒９５９－４４０２ 

 新潟県東蒲原郡阿賀町津川８１１番 

     社会福祉法人東蒲原福祉会 法人本部 

    ＴＥＬ：０２５４－９２－５００１ 

ＦＡＸ：０２５４－９４－１１８７ 

メール：info@toukan-fukushi.com 

ＵＲＬ：http://www.toukan-fukushi.com 


